
福岡県農林水産部公共事業新規地区評価要領 

 

 第１ 目的 

    福岡県農林水産部が実施する公共事業の実施過程における透明性の一層の向上と

効果的な事業実施を図るため、新規地区評価（以下「新規評価」という。）に関し必

要な事項を定める。 

 

 第２ 対象事業 

    県が事業主体として実施する公共事業であって次年度の新規候補地区のうち、別表

の事業を対象とする。 

 

 第３ 新規評価の実施 

  １ 対象事業を実施しようとする関係課長（以下「課長」という。）は、第２に掲げる

事業毎に次の視点から設定した評価指標に基づき、新規候補地区の事業計画内容につ

いて評価案を作成し、第５に定める農林水産部公共事業新規地区評価審議委員会（以

下「審議委員会」という。）に提出する。 

   （１）位置付け 

   （２）必要性 

   （３）有効性 

   （４）実施体制等 

  ２ 審議委員会は新規評価案の審査を行う。 

  ３ 農林水産部長は審議委員会の審査結果を受けて、新規評価を決定する。 

 

 第４ 新規評価の実施方法 

  １ 新規評価は、事業毎に設定した別紙１に定める評価基準表に基づき行うものとする。 

  ２ 新規評価結果は、新規候補地区毎に「新規事業計画地区評価調書」（以下「評価調

書」という。）、事業毎に「新規事業計画地区評価結果表」（以下「評価結果表」とい

う。）により取りまとめる 

  ３ 評価調書の作成に当たっては、別紙２に定める評価区分に基づき評価を行い、その

結果により実施方針の判断を行う。 

 

 第５ 農林水産部公共事業新規地区評価審議委員会の設置 

  １ 新規評価に関する審査を行うため、審議委員会を設置するものとする。 

  ２ 審議委員会の組織及び運営に関する必要な事項は別に定める。 

 

 第６ 新規評価結果の公表 

  １ 公表の時期は、実施地区の決定後とする。 

  ２ 公表内容は、評価調書及び評価結果表の様式によることとする。 



 第７ 事務局 

    新規評価の実施に係る事務局は、農政にあっては農山漁村振興課、林政にあっては

農村森林整備課、漁政にあっては水産振興課に置く。 

 

 

 附則 

    この要領は、平成２０年 ９月１２日から施行する。 

    この要領は、平成２３年１１月１８日から施行する。 

    この要領は、平成２４年 ７月 ３日から施行する。 

    この要領は、平成２５年１１月２９日から施行する。 

この要領は、平成２８年１２月２８日から施行する。 

 

 



別表

［新規評価の対象事業］

事　業　区　分 備　　　　考

かんがい排水事業

ほ場整備事業

農道整備事業

農村振興総合整備事業

ため池等整備事業

林　　道 林道事業

地域防災対策総合治山事業

水源森林再生対策事業

生活環境保全林整備事業

漁場事業

漁港事業

漁港海岸整備 漁港海岸整備事業

評価対象は地区指定
の事業とする

評価対象は災害関連
事業及び維持補修事
業を除いた事業とする

分　　　　　類

農　政

林　政

漁　政

農業農村整備

治　　山

水産基盤整備



 農政
農林水産部  林政　　 公共事業新規地区評価審議委員会設置要領

 漁政

１　趣旨

　　この要領は、福岡県農林水産部公共事業新規地区評価要領（平成２０年９月１２日制定。

以下「新規評価要領」という。）第５の1及び２に基づき農林水産部公共事業新規地区評価審議

委員会（以下「審議委員会」という。）の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものである。

２　所掌

１）　審議委員会は、新規評価要領第２に規定する対象事業について、新規評価要領第３の１

　に基づき関係課長から提出された評価案の審査を行う。

２）　審議委員会は、審査結果を農林水産部長に報告する。

３　委員

　審議委員会は、新規評価要領第２の別表に定める事業分類毎に別紙委員により構成する。

　なお、農政における審議委員会は福岡県農業農村整備事業審査会をもってあてる。

４　組織

　審議委員会の会長は農政、林政にあっては次長が務め、漁政にあっては水産局長が務める。

５　運営

１）　審議委員会は、会長が招集する。

２）　審議委員会は、過半数の委員の出席をもって成立する。

３）　会長は会務を総括し、会議の議長となる。

附則

　この要領は、平成２０年９月１２日から施行する。

　この要領は、平成２４年７月　３日から施行する。



別紙

審　議　委　員　会　委　員

農林水産部農政公共事業新規地区評価審議委員会（農業農村整備に分類される事業）

【福岡県農業農村整備事業審査会】

　　農林水産部次長（農山漁村振興課担当）

　　農林水産政策課長

　　農村森林整備課長

　　農山漁村振興課長

　　園芸振興課長

　　水田農業振興課長 営農計画について審査を要する場合に出席

　　経営技術支援課長

農林水産部林政公共事業新規地区評価審議委員会（林道または治山に分類される事業）

　　農林水産部次長（農村森林整備課担当）

　　農林水産政策課長

　　農村森林整備課長

　　農山漁村振興課長

　　林業振興課長

農林水産部漁政公共事業新規地区評価審議委員会（水産基盤整備または漁港海岸整備

に分類される事業）

　　水産局長

　　農林水産政策課長

　　農山漁村振興課長

　　漁業管理課長

　　水産振興課長



   

福岡県農林水産部公共事業評価フロー図 （新規地区）　

農 林 水 産 部 長

農林水産部農政公共事業
新規地区評価審議委員会

【構成】
次長（対象事業担当） …会長
農林水産政策課長
農村森林整備課長
農山漁村振興課長
園芸振興課長
水田農業振興課長 営農関連
経営技術支援課長

【事務局】
農山漁村振興課

検討資料提出

【構成】
次長（対象事業担当） …会長
農林水産政策課長
農村森林整備課長
農山漁村振興課長
林業振興課長

【事務局】
農村森林整備課

農林水産部林政公共事業
新規地区評価審議委員会

農林水産部漁政公共事業
新規地区評価審議委員会

【構成】
水産局長 …会長
農林水産政策課長
農村森林整備課長
漁業管理課長
水産振興課長

【事務局】

水産振興課

報告 報告 報告

学識経験者等の第三者

農林水産公共事業評価委員会

農山漁村振興課

評価手法の報告

農山漁村振興課 農村森林整備課 水産振興課

担当出先事務所

検討資料提出 検討資料提出

検討資料及び説明データ提出検討資料及び説明データ提出

担当出先事務所

◎評価手法（評価手法の改正時のみ）

公表
（各事務局による）



別紙２

［評価区分］

評価区分 （１）位置付け （２）必要性 （３）有効性
※（４）農業振興・

環境配慮
（５）実施体制等

Ａ 80点以上 80点以上 80点以上 80点以上 80点以上

Ｂ 60点以上80点未満 60点以上80点未満 60点以上80点未満 60点以上80点未満 60点以上80点未満

Ｃ 60点未満 60点未満 60点未満 60点未満 60点未満

（注）※ 評価項目（４）農業振興・環境配慮は、農政の農業農村整備に分類される事業に適用する（ただし、ため池等整備

　　　　　事業を除く）

［実施方針の判断基準１］　

　適用事業

　　　　　　評価区分の組合せ ランク 実施方針

ＡＡＡＡＡ　　ＡＡＡＡＢ　　ＡＡＡＢＢ Ⅰ 優先的に実施

ＡＡＢＢＢ　　ＡＢＢＢＢ　　 ＢＢＢＢＢ Ⅱ 計画的に実施

上記以外の組み合わせ Ⅲ 再検討

［実施方針の判断基準２］

 農政の農業農村整備に分類される、ため池等整備事業

 林政の林道、治山に分類される事業

 漁政の水産基盤整備、漁港海岸整備に分類される事業

　　　　　　評価区分の組合せ ランク 実施方針

ＡＡＡＡ　　ＡＡＡＢ Ⅰ 優先的に実施

ＡＡＢＢ　　ＡＢＢＢ　　ＢＢＢＢ Ⅱ 計画的に実施

上記以外の組み合わせ Ⅲ 再検討

　適用事業

 農政の農業農村整備に分類される事業
（ため池等整備事業を除く）


